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①介護保険法の改正施行関係
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介護予防支援の適切・有効な実施のため必要があるときは助言を求
めることができる 【改正法第115条の30の２第２項】

介護予防サービス計画の検証のため必要があるときは情報の提供を求
めることができる 【改正法第115条の30の２第１項】

介護予防支援の指定対象の拡大（介護保険法施行規則の改正）

１．指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受けて実施する場合の所要の手続き等

7

地域包括支援
センター市町村

指定居宅介護
支援事業者

指定 委託

指定申請

指定居宅介護支援事業者

運営協議会
意見

● 介護予防を行う者として事業所の介護支援専門員を規定
● 指定申請の際に、事業所の名称・所在地等、既に提出している事項に変
更がない場合は一部の提出書類を省略可

● 介護サービス情報公表制度について、指定居宅介護支援事業所の運営
状況として介護予防支援の指定の状況を記載することで足りるものする

（R6.４～）

（現行の取扱い）

介護保険法施行規則の改正（案）

指定

指定介護予防支援の業務に関する知識・能力
を有する介護支援専門員が従事しているもの

２．指定介護予防支援事業者に対する地域包括支援センターの一定の関与

市町村

※指定基準・介護報酬については
介護給付費分科会で議論中

地域包括支援センター
指定居宅介護
支援事業者

「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和４年12月20日社会保障審議会介護保険部会）
〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健
医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援セン
ターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当である。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に「介護
予防サービス計画の検証」を追加

【改正介護保険法第115条の45第２項】

提供する情報として、介護予防サービス計画、関連
する情報※、その他市町村が定める事項を規定
※利用者の情報・基本チェックリスト・支援の経過等

介護保険法
施行規則の改正
（案）

一定の関与
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②１号保険料負担の在り方について
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○ 介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、１号被保険者間での所得再分配機能を強化する
（標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等）ことで、低所得者の保険料上昇の抑制を図る。
・ 高所得者に係る標準段階の段階数・乗率について、既に９段階を超える多段階の保険料設定を行っている保険者の平均を勘案して設定。
・ 低所得者の最終乗率（低所得者が実際に負担する乗率）について、第７期から第８期にかけての保険料の伸びなどを勘案して設定。
※ 介護保険制度においては、調整交付金によって、保険者ごとの所得分布状況に係る調整を行っているところ、この所得調整機能を強化するため、
標準９段階を用いている現行の調整方法についても、保険料設定方法の見直しに併せて、標準13段階を用いた調整方法に改める。

○ 保険料の多段階化によって制度内での対応が強まることを踏まえ、低所得者の負担軽減に活用されている公費の一部（※）について、
現場の従事者の処遇改善をはじめとする介護に係る社会保障の充実に活用する。
※ 公費約382億円（国費約191億円、地方約191億円）

（参考）全世代型社会保障構築会議報告書（令和４年12月16日全世代型社会保障構築会議）
「全世代型社会保障」は、年齢に関わりなく、全ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによって、（中略）必要な保障がバランスよ
く提供されることを目指すものである。

第 １ 号 保 険 料 に 関 す る 見 直 し の 成 案 （ 標 準 ９ 段 階 か ら 標 準 1 3 段 階 へ の 見 直 し ）

見直し案後の最終乗率

現在の最終乗率

低所得者軽減（公費）

①制度内での所得再分配機能の強化

第1段階 第２段階 第３段階 第５段階
第10
段階

第11
段階

第12
段階

第13
段階

･･････

③介護に係る社会保障の充実等（公費382億円）

0.5

0.3
②最終乗率の引下げ

2.42.3

2.1

1.9

1.7

0.285 
(標準乗率0.455)

0.485
(標準乗率0.685)

0.685
(標準乗率0.69)

0.7

･･･
1.0

①
①第８段・第９段階の境界となる基準所得金額（９段階境界額）＋100万円、
②９段階境界額＋200万円、③９段階境界額＋300万円、④９段階境界額＋400万円

② ③ ④
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【参考】第９期計画期間における第１号保険料（標準13段階）

市町村民
税課税か
つ合計所
得金120
万円未満

・生活保護被保護者

・世帯全員が市町村
民税非課税の老齢
福祉年金受給者

・世帯全員が市町村
民税非課税かつ本
人年金収入等80万
円以下

世帯全員が
市町村民税
非課税かつ
本人年金収
入等80万円
超120万円
以下

世帯全員が
市町村民税
非課税かつ
本人年金収
入等１２０万
円超

本人が市町村
民税非課税
（世帯に課税
者がいる）かつ
本人年金収入
等80万円以下

本人が市町村
民税非課税
（世帯に課税
者がいる）かつ
本人年金収入
等80万円超

市町村民
税課税か
つ合計所
得金額
120万円
以上210
万円未満

市町村民
税課税か
つ合計所
得金額
210万円
以上320
万円未満

市町村民
税課税か
つ合計所
得金額
320万円
以上420
万円未満

市町村民
税課税か
つ合計所
得金額
420万円
以上520
万円未満

市町村民
税課税か
つ合計所
得金520
万円以上
620万円
未満

市町村民
税課税か
つ合計所
得金額
620万円
以上720
万円未満

市町村民
税課税か
つ合計所
得金額
720万円
以上

0.455

市町村民税本人課税市町村民税本人非課税で
世帯に課税者がいる

0.485
0.685

1.0
1.2

1.5

0.285

0.9

1.3

1.7

第1段階

第
2
段
階

第
3
段
階

第4段階 第6段階第5段階
第7
段階

第8
段階

第9
段階

市町村民税
世帯全員が非課税

0.69

2.4

2.3

2.1

1.9

第10
段階

第11
段階

第12
段階

第13
段階 （収入）

（乗率）

（65歳以上全体の約３割）

○今回の見直しを踏まえた、第９期計画期間における、標準段階、標準乗率、公費軽減割合、基準所得金額等は以下のとおり。

公費軽減後の最終乗率

標準乗率

低所得者軽減（公費）

647万人 357万人 319万人 397万人 519万人 493万人 503万人 226万人 89万人 42万人 22万人 14万人 67万人

※被保険者数は、令和５年度厚生労働省老健局介護保険計画課調べ（令和5年4月1日現在の状況により報告） 3
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③令和６年度介護報酬改定の主な事項
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◼ 人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対
応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基
本的な視点として、介護報酬改定を実施。

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

４．制度の安定性・持続可能性の確保

◼ 認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよ
う、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進

令和６年度介護報酬改定の概要

５．その他

• 質の高い公正中立なケアマネジメント

• 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

• 医療と介護の連携の推進

➢ 在宅における医療ニーズへの対応強化

➢ 高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化

➢ 高齢者施設等と医療機関の連携強化

• 評価の適正化・重点化

• 報酬の整理・簡素化

◼ 介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって

安心できる制度を構築

• 看取りへの対応強化

• 感染症や災害への対応力向上

• 高齢者虐待防止の推進

• 認知症の対応力向上

• 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

• 自立支援・重度化防止に係る取組の推進

• LIFEを活用した質の高い介護

◼ 高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種

連携やデータの活用等を推進

◼ 介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、

処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取

組を推進

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

• 「書面掲示」規制の見直し

• 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

• 基準費用額（居住費）の見直し

• 地域区分

• 介護職員の処遇改善

• 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

• 効率的なサービス提供の推進

➢ 在宅における医療・介護の連携強化

1
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③令和６年度介護報酬改定の主な事項

１．地域包括ケアシステムの深化・推進
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■ 感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本
報酬を減算する。＜経過措置１年間（※）＞

【単位数】
業務継続計画未策定減算 施設・居住系サービス 所定単位数の100分の３に相当する単位数を減算（新設）

その他のサービス 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算（新設）

（※）令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合
には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

【算定要件】
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

■ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が
講じられていない場合に、基本報酬を減算する。

高齢者虐待防止の推進 告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

高齢者虐待防止の推進

感染症や災害への対応力向上

【単位数】

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算（新設）

【算定要件】
虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を
定めること）が講じられていない場合
※福祉用具貸与については、３年間の経過措置期間を設ける。 18
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■ 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する
観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や
利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 省令・告示・通知改正

福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★

【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方】

＜貸与後＞
○ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを行い、

貸与継続の必要性について検討する。

＜販売後＞
○ 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。
○ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認

し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。
○ 利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

【対象者の判断と判断体制・プロセス】

利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できること
とし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を
選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必
要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏
まえた提案を行うこととする。

【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】

〇 固定用スロープ 〇 歩行器（歩行車を除く）

〇 単点杖（松葉づえを除く） 〇 多点杖
※ 福祉用具専門相談員が実施

21
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③令和６年度介護報酬改定の主な事項

２．自立支援・重度化防止に向けた対応
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【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 口腔連携強化加算 50単位/回（新設）

【算定要件等】
○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及

び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。
○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げ

る歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当
該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等－口腔－

■ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職
による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状
態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する
新たな加算を設ける。

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化 告示改正

訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

必要に応じ
て相談

看護師、リハビリテーション専門職、介護職員等

情報提供

介護支援専門員

連携歯科医療機関

【サービス分類】
訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、

短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（★予防も含む）

口腔の健康
状態の評価

歯科医療機関 ＋
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③令和６年度介護報酬改定の主な事項
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介護職員の処遇改善

■ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよう
加算率の引上げを行う。

■ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進
する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な
要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。

※：加算率はサービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づき設定しており、上記は訪問
介護の例。処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。

※：上記の訪問介護の場合、現行の３加算の取得状況に基づく加算率と比べて、改定後の
加算率は2.1%ポイント引き上げられている。

※：なお、経過措置区分として、令和６年度末まで介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)～ (14)
を設け、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による
加算率の引上げを受けることができるようにする。

介護職員の処遇改善（令和６年６月施行） 告示改正

【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所
療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、
認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員等ベースアップ等支援加算

13.7%

10.0%

5.5%

6.3%

4.2%

2.4%

＜改定後＞

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 24.5％（新設）

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 22.4％（新設）

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 18.2％（新設）

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 14.5％（新設）

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、加算率（上記）並びに月額賃金改善に関する要件及び職場環境等要件に関する激変緩和
措置を講じる。 35
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③令和６年度介護報酬改定の主な事項

４．制度の安定性・持続可能性の確保
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評価の適正化・重点化

■ 訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供で
ある場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。

訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し 告示改正

② 事業所と同一建物等に
居住する利用者50人

⇒ 15%減算

③ ①以外の同一の建物に
居住する利用者20人

⇒ 10%減算

⇒ 減算なし

集合住宅
利用者10人

減算の内容 算定要件

10%減算 ①：事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する者（②及び④に該当する場合を除く。）

15%減算 ②：事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が１月あたり50人以上の場合

10％減算 ③：上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物
に居住する利用者の人数が１月あたり20人以上の場合）

12％減算 ④：正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪
問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣
接する敷地内に所在する建物に居住する者（②に該当する場合
を除く）に提供されたものの占める割合が100分の90以上であ
る場合利用者が90人の事業所の場合

住宅
利用者10人

事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合

脚注： 現行の減算となるもの 減算とならないもの改定後に減算となるもの訪問介護事業所

利用者が54人の事業所の場合

① 事業所と同一建物等に
居住する利用者49人

⇒ 10%減算
①以外の同一の建物に

居住する利用者3人
⇒ 減算なし

⇒ 減算なし

住宅
利用者2人

現
行

(例)

改
定
後

(例)

④ 事業所と同一建物等に
居住する利用者49人

（49／54＝9割以上であるため）

⇒ 12%減算

利用者が54人の事業所の場合

①以外の同一の建物に
居住する利用者3人

⇒ 減算なし

⇒ 減算なし

住宅
利用者2人

40
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評価の適正化・重点化

■ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併
設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居してい
る場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の95％を算定（新設）

対象となる利用者
• 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所
と同一の建物に居住する利用者
• 指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物（上記を除
く。）に居住する利用者

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 告示改正

居宅介護支援

■ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担（月額
８千円相当）を導入する。

○ 以下の多床室（いずれも８㎡／人以上に限る。）の入所者について、基本報酬から室料相当額を減算し、利用
者負担を求めることとする。
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

○ ただし、基準費用額（居住費）を増額することで、一定未満の所得の方については利用者負担を増加させない。

多床室の室料負担（令和７年８月施行） 告示改正

短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院

42
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③令和６年度介護報酬改定の主な事項

５．その他
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その他

■ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で
情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表し
なければならないこととする。 （※令和７年度から義務付け）

「書面掲示」規制の見直し 省令・告示・通知改正

全サービス

■ 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先に
ついて利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同
乗を可能とする。

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態
（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。

○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を
行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任の所在等を明確に
した上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ場合にお
いても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性

を損なわない範囲内の事業所とする。

通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、療養通所介護

Ｑ＆Ａ発出
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その他

■ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で
生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額（居住費）を６０円／日引き上げる。

○ 基準費用額（居住費）を、全ての居室類型で１日当たり60円分増額する。
○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者について

は、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。

基準費用額（居住費）の見直し（令和６年８月施行） 告示改正

施設系サービス

47
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基本報酬の見直し

概要

○ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえた

メリハリのある対応を行うことで、全体で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％、

その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として＋０．６１％。

○ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．６１％

の改定財源について、基本報酬に配分する。

令和６年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和５年12月20日）（抄）

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状
況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋1.59％（国費432億円）とする。具体的
には以下の点を踏まえた対応を行う。

・ 介護職員の処遇改善分として、上記＋1.59％のうち＋0.98％を措置する（介護職員の処遇改善分は令和６年６月
施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、＋0.61％を措置
する。

・ このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額によ
る介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、＋0.45％相当の改定となる。

・ 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用
し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよ
う、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握す
る。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた
処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。

告示改正
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改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成１５年度改定
○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価 ○ 施設サービスの質の向上と適正化 ▲２．３％

平成１７年１０月改定
○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定
○ 中重度者への支援強化 ○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立 ○ サービスの質の向上
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

平成２１年度改定 ○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証 ３．０％

平成２４年度改定
○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定 ○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ ０．６３％

平成２７年度改定
○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定 ○ 介護人材の処遇改善（１万円相当） １．１４％

平成３０年度改定

○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
○ 多様な人材の確保と生産性の向上
○ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

０．５４％

令和元年10月改定
○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上げ

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応 0.39％
補足給付 0.06％

令和３年度改定
○ 感染症や災害への対応力強化 ○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進 ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経
営を巡る状況等を踏まえ、

０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための

特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末まで）

令和４年10月改定 ○ 介護人材の処遇改善（９千円相当） １．１３％

令和６年度改定
○地域包括ケアシステムの深化・推進 ○自立支援・重度化防止に向けた対応
○良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
○制度の安定性・持続可能性の確保

１．５９％
〔介護職員の処遇改善 0.98％
その他 0.61％〕

介護報酬改定の改定率について
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令和６年度介護報酬改定の施行時期について（主な事項）

◼ 令和６年度介護報酬改定の施行時期については、令和６年度診療報酬改定が令和６年６月１日施行とされた

こと等を踏まえ、以下のとおりとする。

➢ ６月１日施行とするサービス

• 訪問看護

• 訪問リハビリテーション

• 居宅療養管理指導

• 通所リハビリテーション

➢ ４月１日施行とするサービス

• 上記以外のサービス

◼ 令和６年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検

討を踏まえ、令和６年６月１日施行とする。これを踏まえ、加算の一本化についても令和６年６月１日施行

とするが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令

和６年４月１日施行とする。

◼ 補足給付に関わる見直しは、以下のとおりとする。

➢ 令和６年８月１日施行とする事項

• 基準費用額の見直し

➢ 令和７年８月１日施行とする事項

• 多床室の室料負担
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